
新事業者証受渡し

新規

納付書発行連絡

来庁　※事前に電話予約が必要です。

【来庁時必要なもの】

・手数料（\15,000）
・受領印

・手数料（\10,000）
・受領印

・旧事業者証

・受領印
・旧事業者証

処理終了

*1 返信用封筒について

【新規】
納付書送付用（長形3号）×1

【更新】
納付書送付用（長形3号）×1

事業者証送付用（角形2号）×1

【指定事項変更】
事業者証送付用（角形2号）×1

水道業務課　連絡先
〒659-8501　芦屋市精道町7番6号

電話：0797-38-2154　FAX：0797-38-2165

納付確認・事業者証受渡し
芦屋市新規講習（約15分）

納付確認
（FAX送信＋送信後電話連絡）【来庁時必要なもの】

・納付確認できるもの
・受領印

手数料の納付
※納付書発行から2週間以内

来庁
※事前に電話予約が必要です。

新事業者証発送

受領票に必要事項記入後、返送

新事業者証発送
※内容変更時のみ

納付書発送
納付書発送連絡

受領票に
必要事項記入後、返送

※内容変更時のみ

芦屋市指定給水工事事業者　各種届出フロー

事業者証受渡し
芦屋市新規講習（約15分）

更新新規 指定事項変更

：　事業者がすること ：　市がすること

更新 指定事項変更

事業者証発行連絡
※内容変更時のみ

廃止・休止
※返信用封筒不要

水道業務課窓口にて届出 ※事前に電話予約が必要です。

郵送にて届出 ※郵送事故防止のため、書留郵便を推奨しています。

【届出書類一式＋旧事業者証＋返信用封筒
*1

】を水道業務課宛に送付 ※郵送前に電話連絡が必要です。

廃止・休止

処理終了


